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「令和６年度身近な子育てネットワーク構築推進事業活動支援補助金」について 

 

平素よりこども若者成育課業務にご協力いただき、誠にありがとうございます。 

 市民センターや児童館等を拠点に、主に未就学児とその保護者を対象とする育児サークル

やフリースペース等の活動を行う団体を支援することを目的に、標記補助金事業を実施いた

します。 

 つきましては、募集チラシを送付いたしますので、広報へのご協力をお願いいたします。 

 お忙しいところお手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

 【依頼内容】 

  令和６年度身近な子育てネットワーク構築推進事業 活動支援補助金募集チラシの窓口

設置等による広報 

 

  １ 送付書類  募集チラシ  ２枚 

  ２ 配布開始  令和６年５月１７日（金） 

  ３ 募集期間  令和６年５月１７日（金）から６月１２日（水） 

 

  

 
<問い合わせ先> 
 子ども家庭局 こども若者成育課 
 地域支援担当：崎山、屋方、武田 
 電話：582-2473 FAX：582-5145 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 子育てに関わる団体のみ

なさんの 

子育てに関わる団体のみ

なさんの 

北九州市内を拠点として、主に未就学児とその保護者を対象に 
活動している団体の活動経費の一部を補助します。 

 対象団体  
    ☆育児サークル 

☆子育て支援者・ボランティアグループ（例 読み聞かせ・託児など） 
 要  件 

☆団体のメンバーが５人以上であること 
   ☆団体のメンバーの半数以上が北九州市民であること 
   ☆継続的な活動実績・活動計画（年間 10 回以上）があること  
   ☆暴力団又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体（者） 

でないこと など 

      ※その他対象条件あり。詳細は「活動支援補助金案内」をご覧ください 

 対象となる活動の例 
☆団体の立ち上げや運営に必要な物品の購入 

   ☆団体の活動経費（会場使用料・冷暖房費・講師謝礼など） 
   ☆研修のための受講料 など             

※詳しくは、『活動支援補助金案内』をご覧ください   

主に未就学児を対象としている 

補 助 金 額 ：１団体１回上限 ２０，０００円 

補 助 団 体 数 ：１００団体程度（申請多数の場合は抽選） 

申 請 期 間 ：令和６年５月１７日（金） ～ 令和６年６月１２日（水）  

補助活動期間 ：交付決定日（７月中下旬予定）から令和７年３月３１日まで  

補 助 方 法 ：交付決定後に補助金を振り込みます。 

         申請していただいた活動が終了したら、補助金の精算を行います。 

（補助金の残金が生じた場合は、返納していただきます） 

    問い合わせ 

〒８０３－８５０１   北九州市小倉北区城内１番１号    

北九州市子ども家庭局こども若者成育課（北九州市役所１１階） 

  地域支援担当 崎山・屋方・武田  TEL ５８２-２４７３  FAX ５８２-５１４５ 

～身近な子育てネットワーク構築推進事業～ 

※詳しい内容は、「活動支援補助金案内」でご確認ください。 

「活動支援補助金案内」・「申請書」はこども若者成育課で配布いたします。 

※北九州市ホームページからダウンロードできます。 

☆北九州市ホームページで検索してください。 



 

身近な子育てネットワーク構築推進事業 活動支援補助金 概要 

１ 概 要 

２ 「みんなの子育て・親育ち支援事業活動支援補助金」からの変更点

３ 対象団体 

４ 補助の対象となる活動 

 

  主に未就学児及びその保護者を対象と する子育てに関わる団体で、 活動の一部に、  

子育てに関する悩みや不安を 含む子育ての情報交換等に関する活動を 含んでいる団体に

対し て、 活動支援補助金と し て２ ０ ， ０ ０ ０ 円を上限に交付する。  

 

 

 （ １ ） 補助対象活動に以下の条件を 追加 

   ・  活動の一部に、 子育てに関する悩みや不安を 含む子育ての情報交換等に関する 

活動を 含んでいるこ と 。  

   ・  団体の構成員が、 活動の参加者から 子育ての悩みや不安に関する相談を 受けら  

れるよう 、 対応能力向上のために必要な研修等の参加に努めているこ と 。  

 （ ２ ） 補助金の用途（ 充当） に以下の条件を追加 

   ・  交付額の少なく と も ３ 割は「 子育てに関する悩みや不安を含む子育ての情報交 

換等に関する活動の経費」 に充てなければなら ない。  

 

・ 育児サーク ル 

北九州市内の市民センタ ー、 児童館などを 拠点と し て活動し ている育児サーク ル 

・ 子育て支援者・ ボラ ンティ アグループ 

北九州市内の市民センタ ー、 児童館などを 拠点と し て子育て支援活動を 行う  

グループ（ 例： 読み聞かせグループ、 子育てサポータ ーのグループ）  

 

   ただし 、 次の各号に掲げる条件を 満たさ なければなら ない。  

（ １ ） 団体の構成員が５ 名以上であるこ と 。  

（ ２ ） 団体の構成員の半数以上が北九州市民であるこ と 。  

（ ３ ） 継続的な活動実績または活動計画（ 年間１ ０ 回以上） があるこ と 。  

（ ４ ） 暴力団又は暴力団若し く は暴力団員と 密接な関係を 有する団体（ 者） で 

ないこ と 。  

なお、 政治的、 宗教的活動及び営利活動を 主目的と する団体については、 交付対象 

と し ない。 また名称の異なる団体であっ ても 、 構成員が同一、 も し く は同一と  

みなさ れる団体については、 交付対象と し ない。  

 

・ 子育てに関する悩みや不安を含む子育ての情報交換等に関する活動 

（ 例： 子育て世帯同士の情報交換会、 スタ ッ フ による悩み相談の実施、 など）  

・ 育児サーク ルの自主的活動 

・ 地域で行われる子育て支援活動 



５ 募集方法 

６ 今後のスケジュール（予定） 

※ 交付決定金額の少なく と も ３ 割は「 子育てに関する 悩みや不安を 含む子育ての情

報交換などに関する経費」 に充てなければなら ない。  

※ 活動期間： 交付決定～３ 月末まで 

 

＜補助の対象と なる例＞ 

○ 子育ての情報交換等の活動を実施する際の会場使用料やその他必要経費 

○ 子育ての悩み相談を 専門家（ 保育士やカ ウンセラ ーなど） に依頼する場合の経費 

○ 育児サーク ルやフ リ ースペース（ 自由に参加でき る遊び場） 等の立ち上げに係る

経費 

○ 育児サーク ルやボラ ンティ ア活動経費 

○ 講座開催時の講師謝礼 

○ 遊具教材購入費 

○ お誕生日会などイ ベント 開催時の経費 

○ その他活動に必要と なる経費 

 

＜補助の対象と なら ない例＞ 

× 会議などの際の食事代 

× 電子ゲーム機等個人遊具の購入 

× パソ コ ン、 タ ブレ ッ ト 等の電子機器  など 

 

（ １ ） 申請書様式等を 市ホームページに掲載 

（ ２ ） 区役所にてチラ シ配布（ コ ミ ュ ニティ 支援課、 保健福祉課）  

（ ３ ） 各市民センタ ー、 児童館、 親子ふれあいルームへチラ シ配布 

 

・ ５ 月中旬        募集案内開始 

・ ５ 月１ ７ 日（ 金） から ６ 月１ ２ 日（ 水）  

  申請期間（ 消印有効）  

・ ７ 月中下旬        交付決定 ： １ ０ ０ 団体（ 予定）  

・ ８ 月上旬まで随時    補助金振込 ： 交付決定後 概算払  

・ 交付決定日～３ 月末   実績報告・ 精算 

 


